
 

２０１９年度第１回ヒトＥＳ細胞倫理審査委員会 議事要旨 

 

日 時：２０１９年１月９日（木） １６：００～１６：３０ 

場 所：Ｍ＆Ｄタワー１６階 小会議室３ 

出席者：木村委員長、北川委員、井関委員、早瀬委員、新井委員、宮坂委員 

欠席者：古川委員、玉村委員 

陪席者：吉田生命倫理研究センター長、後藤研究基盤係長、藤澤係員 

 

【使用計画】 

使用計画名称：ES細胞を基軸とした歯周組織再生担当の分化制御メカニズムの解明 

使用責任者：東京医科歯科大学 岩田 隆紀 

 

【審査結果】 

審査依頼のあった使用計画「ES細胞を基軸とした歯周組織再生担当の分化制御メカニズムの解明」

について、申請者からの説明に続いて質疑応答を行った上で、当委員会において、科学的妥当性

及び倫理的妥当性を総合的に審査した結果、同使用計画が「ヒト ES細胞の使用に関する指針」等

に適合しているものと判断された。 

ただし、以下の点について、使用計画書の修正を求めることとし、修正された使用計画書の適切

性については、メール審議にて確認することとした。 

 

○使用の目的及びその意義 

・将来的には人に応用することを念頭に置くが、本研究計画は基礎的研究の位置付けである旨明

記すること 

 

○使用の方法 

1. ヒト ES細胞の培養・維持・分化誘導法に関連して 

・積極的に関与しないながらも梅澤先生（国立成育医療センター再生医療センター長）が研究に

関わるのであれば、プロトコル等に、「成育医療センターの梅澤先生の指導の下に」といった旨の

一文を添えること 

・遺伝子導入する転写因子群の名称および具体的な実験の流れについて研究計画に追記すること 

・iPS細胞もリファレンスとして使う予定である旨を追記すること 

 

○使用機関の基準に関する説明 

［設備］ 

・10号館 2階細胞培養室の見取り図を添付すること 

・ES細胞専用のインキュベーターを 1台設置する旨明記すること 

［管理体制］ 

・培養室は電子錠により施錠されており、その上で ES細胞の保管は施錠可能（教員以上のみ解錠

の権限を付与）の気相式の細胞貯蔵タンクに保管されているという管理体制を明記すること。 

 

○その他 

・大学院生等が研究に参加する前には実験手技の訓練を受けること。また、訓練を受ける場所を



 

明示すること。加えて、訓練を受けたことを担保するため、証明書等を得ることが望ましい 

・研究費について具体的に明記すること 

・研究終了後の ES細胞の取り扱いについて記載すること 

 

備考 

欠席委員全員より意見書ならびに権限を議長に一任する委任状が提出されている。 

 

以上 

 

追記 

申請者より 2020 年 1 月 17 日に修正された使用計画書が提出され、修正の適切性についてメール

審議を行った結果、2020 年 1 月 27 日に、以下 4 点について適切に修正するよう、申請者に再度

依頼することとなった。 

1)[管理体制]で「培養室は施錠可能となっており、」は「培養室は電子錠で施錠可能となっており、」

に修正すること 

2)「保管庫は施錠することができ、無断で持ち出しができないように管理する（別紙に記載）」と

あるが、保管庫の鍵の管理方法が別紙に見受けられないことから、鍵を誰がどのように管理す

るのか、持ち出しと返却の記録をどのようにするのかなどを含めて、鍵の管理方法と運用方法

を記載すること 

3)研究終了時に、ストックされている ES細胞（未分化）をどのように取り扱うかを記載すること 

4)培養室への入室管理は電子錠で行うとあるが、「部外者の立入りを避けるため、電子錠番号は定

期的に変更し、培養室を使用する者に限って通知する」旨を記載すること 

申請者より 2020 年 1 月 29 日に修正された使用計画書が再提出され、修正の適切性について再度

メール審議を行った結果、2020年 2月 3日に適正であることが確認された。 


